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イ
タ
リ
ア
民
事
司
法
の
崩
壊
？

｜
｜
破
致
院
の
危
機
｜
｜

中

ネナ

宏

官
官
一
吋

イタリア民事司法の崩壊つ

一
は
じ
め
に

二
イ
タ
リ
ア
の
破
段
院
と
上
告
制
度

H

破
段
院
（
打
。
吋
件
。
m
g匂
2
5
m
e
n
s
g
N
窓
口
O

）

口
上
告
制
度

三
イ
タ
リ
ア
の
上
告
制
度
の
破
綻
の
危
機
｜

l
P
O
S
E
E
S
巳
教
授
の
指
摘

付
事
件
処
理
能
力
が
破
綻
し
た
イ
タ
リ
ア
破
致
院

。
イ
タ
リ
ア
破
段
院
に
危
機
的
状
況
を
も
た
ら
し
た
原
因

臼

P
E
？

E
S
E

教
授
の
提
言

四
お
わ
り
に
｜
｜
当
の
破
段
院
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か

は
じ
め
に

こ
の
タ
イ
ト
ル
を
み
て
「
そ
ん
な
大
袈
裟
な
」
と
笑
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
「
破
段
院
の
平
均
審
理
日
数
一
二

O
O

日
」

「
破
段
院
の
未
済
事
件
数
が
つ
い
に
一
O
万
件
突
破
」
と
聞
い
て
、
な
お
大
袈
裟
と
断
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
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イ
タ
リ
ア
は
一
九
九

0
年
代
に
民
事
訴
訟
手
続
の
大
改
革
を
行
い
、

一
度
、
民
事
司
法
制
度
崩
壊
を
回
避
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と

つ
ま
り
九
0
年
代
の
司
法
制
度
改
革
は
、
事
実
審
理
手
続
の
簡
素
化
と
民
事
第
一
審
裁
判
所
の
組
織
改
編
902 
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が
あ
る
。
そ
の
と
き
の
、

が
図
ら
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
り
、
改
革
の
対
象
は
民
事
訴
訟
法
か
ら
裁
判
所
組
織
法
関
係
に
ま
で
お
よ
び
、
手
続
と
組
織
の
双
方
に

(1
) 

つ
い
て
抜
本
的
に
構
造
改
革
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
草
は
一
定
の
成
果
を
得
て
、
そ
の
後
こ
の
九0
年
代
の
司
法
制
度

(2
) 

改
革
で
は
手
っ
か
ず
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
上
訴
制
度
に
つ
い
て
も
二

O
O

六
年
民
訴
改
正
法
に
よ
っ
て
近
代
化
が
図
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
別
の
観
点
か
ら
イ
タ
リ
ア
民
事
司
法
制
度
崩
壊
の
危
機
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二

O
O
七
年
二
月
に
イ
タ
リ

ア
破
段
院
に
お
い
て
な
さ
れ
た
〉
ロ
骨g
p

。
件
。
，Eg

巳
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
学
法
学
部
教
授
に
よ
る
そ
の
警
告
は
「
上
告
制
度
の

(3
) 

危
機
ー
も
は
や
先
送
り
に
で
き
な
い
あ
る
種
の
選
択
の
必
要
性
」
と
題
さ
れ
て
公
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
ま
さ
に
二

O
O
六

年
に
制
度
改
正
さ
れ
た
民
事
上
告
制
度
に
つ
い
て
組
織
的
破
綻
の
危
機
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
こ
の
間
M
g
S
E
E
S
E
教
授
の
報
告
を
紹
介
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
（
我
が
国
で
は
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
で
あ
ろ
う
）
イ

タ
リ
ア
民
事
上
告
制
度
の
解
説
を
加
え
な
が
ら
、
イ
タ
リ
ア
破
段
院
に
お
け
る
民
事
司
法
の
現
況
を
術
撤
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、

ま
ず
イ
タ
リ
ア
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
上
告
制
度
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
取
り
扱
う
裁
判
所
で
あ
る
破
段
院
、
そ
し
て
上
告
審
手
続
の

つ
い
で
司
g
z
’
E
g
巳
教
授
の
指
摘
す
る
「
民
事
司
法
の
危
機
」
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

概
要
を
説
明
し
、

イ
タ
リ
ア
の
破
段
院
と
上
告
制
度

（一）

(5
) 

破
殻
院
（
の
O
『
件
。ω
毛
「
O
ヨ

ω

門
止
のω
ω
ω
ω
N
5
コ
0

）

破
段
院
の
構
成

(6

)(

7
) 

破
段
院
は
、
三
審
制
に
お
け
る
最
上
級
審
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
通
常
の
民
事
司
法
に
お
い
て
は
最
高
位
の
裁
判
所
で
あ
る
。



二
O
O
八
年
一
O
月
現
在
、
破
段
院
に
は
、
破
段
院
長
お
よ
び
副
院
長
の
も
と
に
、
裁
判
機
関
と
し
て
民
事
分
野
に
五
部
（
う

ち
、
第
四
部
は
「
労
働
部
（
ω
R
E
S
F
2
2

。
）
」
、
第
五
部
は
「
租
税
部
（ω
2
5
5
吋
巳
σロ
g
E
m
）
」
で
あ
る
。
）
お
よ
び
民
事
連
合
部
が
、

刑
事
分
野
に
七
部
と
刑
事
連
合
部
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
い
る
。
連
合
部
（
∞
R
5
5
d
E
Z

）
は
、
管
轄
や
裁
判
権
の
衝
突
の

問
題
を
取
り
扱
う
ほ
か
、
特
に
重
要
な
新
し
い
法
的
論
点
に
つ
い
て
各
部
が
異
な
る
見
解
を
示
す
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
き
に
、
統
一

(8
) 

的
な
判
断
を
示
す
機
関
と
し
て
機
能
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
か
ら
独
立
し
て
、
破
段
院
の
判
決
か
ら
法
律
解
釈
上
の
原
理
な
い
し
原

則
を
抽
出
し
て
整
理
す
る
部
署
と
し
て
判
例
局
（

Z
B
巳
色
巳
冨
虫
色

B
m
E
。

n
z
r

己
巳
呂
町
窃
包B
R
E
F
s

－o
）
が
あ
り
、
相
当
数

(9
) 

の
裁
判
官
が
配
属
さ
れ
て
い
る
。

（
叩
）

ま
た
、
判
検
二
冗
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
検
察
官
（
古
与
さg
E
E
2
0
8

）
が
職
務
を
執
る
検
察
庁
は
各
裁
判
所
に
付
属
す

る
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
が
（
裁
判
所
組
織
法
二
条
）
、
当
然
破
致
院
に
も
そ
れ
が
あ
り
、
民
事
刑
事
に
関
わ
り
な
く
破
段
院
の
す

べ
て
の
裁
判
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
察
官
と
し
て
検
事
総
長
（
司
3
2
5
g
z
m
S
O
S
－o
胃
2
8
n
。
立
。
e
g
g
g
Z
5

）
以
下

数
名
の
検
察
官
が
配
属
さ
れ
て
い
る
。

イタリア民事司法の崩壊？

破
致
院
の
権
限

破
致
院
の
任
務
の
本
質
は
、
裁
判
所
組
織
法
六
五
条
一
項
に
よ
れ
ば
「
法
律
の
道
守
と
解
釈
の
統
こ
を
保
障
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
日
本
の
最
高
裁
判
所
と
同
様
に
、
破
段
院
に
は
事
実
に
つ
い
て
は
新
た
に
審
理
す
る
権
限
が
な
く
、
原
審
の
裁
判
が
正
し
く
法

律
を
適
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
が
主
任
務
と
な
る
。

2 ま
た
、
破
段
院
の
判
断
に
は
（
コ
モ
ン
・
ロ
l

に
お
け
る
判
例
法
の
よ
う
な
）
法
源
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
し
か
し
一
方
で
、
前
述
の

破
段
院
判
例
局
が
法
律
解
釈
を
整
理
し
て
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
は
下
級
審
の
裁
判
官
に
対
し
て
は
尊
重
す
べ
き
先
例
と
し

（
日
）

て
機
能
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
事
実
上
法
解
釈
の
囲
内
的
統
一
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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（
ロ
）

破
段
院
の
裁
判
は
、
部
に
お
い
て
は
五
名
の
裁
判
官
、
連
合
部
に
お
い
て
は
九
名
の
裁
判
官
の
合
議
で
行
う
（
裁
判
所
組
織
法
六

904 
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七
条
一
項
）
。

な
お
、
法
律
や
処
分
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
違
憲
審
査
権
は
憲
法
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
破
段
院
は
そ
れ
に
関

与
し
な
い
。

（ニ）

（
日
）

上
告
制
度

本
質

(M
) 

イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
上
告
（
E
8
5
。
司
2
8
8
R
Z

巳
。
一
破
段
申
立
）
制
度
も
、
日
本
の
そ
れ
と
本
質
的
な
部
分
は

変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
通
り
、

い
わ
ゆ
る
事
後
審
と
し
て
の
法
律
審
た
る
性
格
を
有
し
て
お
り
、
上
告
理
由
も
制
限
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
手
続
に
関
し
て
は
、
後
述
の
通
り
特
徴
的
に
異
な
る
点
も
存
在
す
る
。

2 

原
則
的
な
上
告
理
由

民
訴
三
六
O
条
一
項
に
お
い
て
適
法
な
上
告
理
由
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

一
口
万
裁
判
権
に
関
す
る
理
由
、

一
一
口
万管
轄
規
整
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
管
轄
違
背
、

法
律
お
よ
び
公
務
員
労
働
協
約
の
規
定
に
関
す
る
、
違
反
ま
た
は
適
用
の
誤
り
、

号
四
号

判
決
ま
た
は
手
続
の
無
効
、

五
日
す
原
判
決
に
お
い
て
争
点
と
な
り
か
つ
判
決
理
由
と
な
っ
た
事
実
に
関
す
る
、
理
由
の
不
備
ま
た
は
蹴
齢
、

（
日
）

で
あ
る
。



ま
た
、
二
O
O

六
年
の
民
事
訴
訟
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
制
度
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
ル
l

ル
が
上
告
制
度
に
追
加
さ
れ
た
。

ま
ず
、
上
告
理
由
を
生
じ
た
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
が
終
局
判
決
で
は
な
い
裁
判
に
よ
る
と
き
は
、
直
ち
に
上
訴
可
能
と
は
な
ら

為
、

3
0

宇
山
口
し

一
方
、
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
直
ち
に
上
告
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
訴
三
六
O
条
三
項
）
。

さ
ら
に
、
判
決
以
外
の
形
式
で
な
さ
れ
た
処
分
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
人
権
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
破
段
院
に
処

（
日
）

分
の
破
段
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
（
民
訴
三
六O
条
四
項
）
。
こ
れ
は
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
一
一
一
条
七
項
前
段
が
規

定
す
る
「
通
常
裁
判
所
ま
た
は
特
別
裁
判
所
の
判
決
お
よ
び
人
身
の
自
由
に
関
す
る
処
分
に
対
し
て
は
、
法
律
違
反
を
理
由
と
し
て

い
つ
で
も
破
段
院
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
憲
法
上
の
要
請
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
法
律
の
価
値
の
維
持
」
の
た
め
の
検
事
総
長
に
よ
る
上
告

イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
に
お
い
て
特
徴
的
な
上
告
の
形
態
と
し
て
、
「
法
律
の
価
値
の
維
持
の
た
め
の
上
告
申
立
（
担
。
2
8
5

－
コ
ロ
・

3 
件
。5
8
0

品
巳
E
－o
m向
。
）
」
（
民
訴
三
六
三
条
）
が
あ
る
。

イタリア民事司法の崩壊？

こ
れ
は
、
原
審
の
裁
判
に
破
段
相
当
と
考
え
ら
れ
る
上
告
理
由
、
と
く
に
法
解
釈
上
の
問
題
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟

当
事
者
が
そ
の
点
を
争
う
た
め
の
上
告
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
法
律
解
釈
の
精
密
性
と
一
貫
性
を
維
持
す
る
目
的
で
な
さ
れ
る
、

（
口
）

検
事
総
長
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
上
告
で
あ
る
。

こ
の
制
度
は
、
従
来
か
ら
民
事
訴
訟
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
二

O
O
六
年
民
訴
改
正
法
に
よ
っ
て
暖
昧
だ
っ
た
条
文
の
文
言

が
精
密
に
規
定
し
直
さ
れ
、
内
容
が
よ
り
具
体
的
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
検
事
総
長
は
、
当
事
者
が
上
訴
期
間
内
に
上
告
を
申
し
立
て
ず
も
し
く
は
上
告
を
取
り
下
げ
た
と
き
、
ま
た
は
処
分
が
法

制
度
上
上
告
で
き
ず
か
っ
他
の
上
訴
方
法
も
な
い
と
き
は
、
重
要
な
法
的
論
点
に
つ
い
て
法
律
の
解
釈
上
の
組
踊
や
不
明
瞭
な
点
を

取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
の
価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
、
事
実
審
の
裁
判
官
が
従
う
べ
き
法
理
論
（
宵
宮
己
主
。
佳
品
区
立
。
）
を

905 
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明
確
に
示
し
た
う
え
で
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
す
こ
と
を
、
破
段
院
長
に
対
し
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
訴
三
六
三
条
一
項
）
。

こ
の
申
立
に
際
し
て
は
、
検
事
総
長
は
、
訴
訟
上
の
請
求
の
根
拠
と
な
っ
た
事
実
と
法
律
上
の
原
因
を
概
括
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば

906 

な
ら
な
い
。
こ
の
申
立
を
受
け
た
破
段
院
長
は
、
検
事
総
長
に
指
摘
さ
れ
た
論
点
が
極
め
て
重
要
と
考
え
る
と
き
は
、
破
段
院
連
合

部
に
対
し
て
法
理
論
を
明
瞭
に
す
る
た
め
の
裁
判
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
訴
コ
一
六
三
条
二
項
）
。

ま
た
、
法
律
解
釈
の
正
確
性
と
一
貫
性
の
維
持
の
必
要
性
は
、
当
事
者
が
上
告
を
申
し
立
て
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
事
者
が
上

告
に
お
い
て
そ
の
重
要
な
論
点
に
言
及
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
な
お
存
在
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

二
O
O
六
年

民
訴
改
正
法
で
、
新
た
に
破
致
院
の
職
権
に
よ
る
法
理
論
の
判
示
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
破
段
院
は
、
上
告
を
不
適

法
と
し
て
却
下
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
案
に
重
要
な
法
律
解
釈
の
問
題
が
存
在
す
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
職
権
で
法
理
論
を

判
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
民
訴
三
六
三
条
三
項
）
。

4 

上
告
審
の
手
続

イ
タ
リ
ア
の
上
告
審
の
手
続
は
、
次
の
よ
う
に
進
行
す
る
。

ま
ず
、
原
判
決
の
破
致
を
求
め
る
当
事
者
は
、
必
要
的
記
載
事
項
（
民
訴
三
六
六
条
）
を
充
分
に
記
述
し
た
適
式
な
申
立
書
を
相

手
方
当
事
者
に
執
行
官
を
通
じ
て
送
達
し
、
そ
れ
が
完
了
し
て
か
ら
二

O
日
以
内
に
破
段
院
の
書
記
官
室
に
必
要
書
類
を
添
え
て
申

立
童
目
を
寄
託
す
る
。
ま
た
、
同
時
に
、
当
事
者
は
原
審
に
破
段
院
へ
の
一
件
記
録
送
付
を
申
し
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
訴
三

六
九
条
）
。

こ
れ
を
受
け
て
、
被
上
告
人
は
、
必
要
な
ら
ば
答
弁
書
を
提
出
す
る
（
民
訴
三
七
O
条
）
。
ま
た
、
理
由
が
あ
る
限
り
、
付
帯
上
告

申
立
も
許
さ
れ
る
（
民
訴
三
七
一
条
）
0

つ
い
で
、
連
合
部
に
配
点
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は
破
段
院
長
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
当
該
部
の
長
た
る
裁
判
官
が
、
弁
論



（
四
）

期
日
ま
た
は
合
議
室
に
お
け
る
審
理
期
日
を
決
定
し
て
当
事
者
に
通
知
す
る
（
民
訴
三
七
七
条
）
。

弁
論
期
日
に
お
い
て
は
、
報
告
担
当
裁
判
官
が
原
審
の
裁
判
の
内
容
に
つ
い
て
重
要
な
論
点
お
よ
び
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

（
四
）

思
わ
れ
る
事
実
の
指
摘
等
を
行
い
、
次
に
各
当
事
者
の
訴
訟
代
理
人
が
そ
れ
ぞ
れ
主
張
を
行
い
、
最
後
に
破
段
院
付
き
の
検
察
官
が

所
見
を
述
べ
る
（
民
訴
三
七
九
条
）
。
そ
の
後
、
合
議
が
行
わ
れ
る
。

裁
判
の
種
類
は
日
本
の
そ
れ
と
大
差
が
な
く
、
前
述
の
却
下
・
棄
却
の
裁
判
の
ほ
か
、
破
段
差
戻
し
（
民
訴
三
八
三
条
）
お
よ
び

破
段
自
判
（
民
訴
三
八
四
条
2

項
後
段
）
の
い
ず
れ
か
を
す
る
。
と
く
に
、
法
律
お
よ
び
公
務
員
労
働
協
約
の
規
定
に
関
す
る
違
反

ま
た
は
適
用
の
誤
り
を
理
由
と
す
る
上
告
理
由
（
民
訴
三
六

O
条
一
項
三
号
）
を
認
め
て
差
戻
し
を
す
る
場
合
は
（
ま
た
は
他
の
上
告

理
由
の
場
合
で
あ
っ
て
も
極
め
て
重
要
な
問
題
が
あ
る
と
き
は
）
、
破
致
院
は
事
実
審
の
裁
判
官
が
従
う
べ
き
法
理
論
を
判
示
す
る
（
民

訴
三
八
四
条
）
。

イ
タ
リ
ア
の
上
告
制
度
の
破
綻
の
危
機
｜
｜
司
g
S
E
E
g
E

教
授
の
指
摘

（一）

事
件
処
理
能
力
が
破
綻
し
た
イ
タ
リ
ア
破
殻
院

イタリア民事司法の崩壊？

破
段
院
の
現
状

司
g
g
－
E
g
E

教
授
が
指
摘
す
る
イ
タ
リ
ア
民
事
司
法
の
危
機
と
は
、
す
な
わ
ち
「
破
段
院
の
事
件
処
理
能
力
と
上
告
事
件
数
の

不
均
衡
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
告
新
受
事
件
数
の
増
加
に
破
段
院
の
処
理
能
力
が
追
い
つ
か
ず
、
未
済
事
件
数
の
累
積
が
無
視
し

（
却
）

得
な
い
状
況
を
呈
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
破
段
院
が
機
能
不
全
に
陥
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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I イタリア破致院における事件数の動向

表 I -1 イタリア破殻院司法年度別新受／既済／未済事件数／平均審理日数

新受事件数 既済事件数 未済事件数 平均審理日数

実数 増加率（%） 実数 増加率（%） 実数 増加率（%） 書類上 実質

1993 12788 15,630 35,107 

1994 14,642 14.5 13,555 -13.3 36,194 3.1 923 

1995 15,841 8.2 15,608 15.1 36,427 0.6 843 

1996 14,846 -6.3 14,193 -9.1 37,080 1.8 924 

1997 17,540 18.1 15,931 12.2 38.689, 4.3 826 

1998 22,664 29.2 15,519 -2.6 45,834 18.5 808 

1999 23,898 5.4 18,575 19.7 51,056 11.4 833 

2000 25,795 7.9 20,799 12.0 56,597 10.9 843 

2001 31,905 23.7 19,lll 8.1 69,389 22.6 901 

2002 33,332 4.5 19,929 4.3 82.791 19.3 1,043 866 

2003 30,860 -7.4 21,707 8.9 91,963 11.1 1,213 965 

2004 28,577 7.4 26,522 22.2 93,726 1.9 l,230 917 

2005 32,514 13.8 31,177 17.6 95,081 1.4 1,082 966 

2006 35,169 8.2 29,641 -4.9 100,805 6.0 l,103 909 

2007 32,278 -8.2 29,776 0.5 102,588 1.8 1,196 954 

図 I -1 a イタリア破強院司法年度別新受／既済／未済事件数

120,000 

102,588 

80,000 

…欄新受事件数
(1/1~ 12/31) 

一一既済事件数
(1/1 ~ 12/31) 

一一未済事件数
(12/31) 

nu 
nu 

nu 
nu 

n
U
 

唱
’
A

60,000 

20,000 

。
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未
済
事
件
数
の
爆
発
的
増
加

（
剖
）

司
g
S
E
E
S
E

教
授
の
指
摘
は
、
破
段
院
の
事
件
処
理
に
関
す
る
デl
タ
の
分
析
結
果
に
根
拠
を
お
い
て
い
る
。
破
段
院
の
活
動

と
現
状
に
つ
い
て
は
、
毎
年
一
月
頃
に
公
表
さ
れ
る
白
書
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
の
デ

l

タ
を
見
て
み
る

（
辺
）

こ
と
に
し
よ
う
。

2 ま
ず
、
司
g
S
E
E
g
巳
教
授
が
最
初
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
破
段
院
の
新
受
事
件
数
と
既
済
事
件
数
の
関
係
で
あ
る
。
二

O
O

七
年
度
版
白
書
に
掲
載
さ
れ
た
図
表
で
把
握
で
き
る
一
九
九
三
年
か
ら
二

O
O
七
年
ま
で
の
推
移
を
見
る
と
、
一
九
九
四
年
以
降
は

（
お
）

常
に
既
済
事
件
数
は
新
受
事
件
数
を
下
回
っ
て
い
る
。
当
然
、
未
処
理
の
事
件
は
累
積
す
る
一
方
と
な
り
、
未
済
事
件
数
は
一
九
九

七
年
頃
か
ら
急
上
昇
を
は
じ
め
、
二

O
O
六
年
に
は
一
O
万
件
を
突
破
す
る
に
至
っ
た
（
「
表1
1

」
お
よ
び
「
図
I
1
a

」
参
照
）
。

事
件
数
を
比
較
す
る
と
、
急
上
昇
を
始
め
る
一
九
九
七
年
の
未
済
事
件
数
が
三
八
、
六
八
九
件
で
あ
る
の
に
対
し
、
五
年
後
の
二
O

O
二
年
に
は
八
二
、
七
九
一
件
（
二
・
一
四
倍
）
と
な
り
、一
O
年
後
に
あ
た
る
二

O
O
七
年
に
は
一

O
二
、
五
八
八
件
（
一
了
六
五

倍
）
と
な
っ
て
い
る
。

イタリア民事司法の崩壊？

一
二
O
O

日
に
及
ぶ
平
均
審
理
期
間

こ
こ
ま
で
未
処
理
事
件
の
堆
積
が
進
行
す
る
と
、

が
公
表
し
て
い
る
破
段
院
の
平
均
審
理
時
間
の
推
移
（
「
表
I

ー
1

」
お
よ
び
「
図
I
l
1
b

」
参
照
）
を
見
て
み
る
と
、

一
九
九
四
年

3 

一
件
の
処
理
に
か
か
る
時
間
も
合
理
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
白
書

か
ら
二
O
O

一
年
ま
で
は
八
0
0
1

九
O
O

日
で
あ
っ
た
が
（
単
純
に
比
較
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
日
本
と
比
べ
る
と
驚

(M
) 

く
べ
き
日
数
で
あ
る
。
）
、
二
O
O

二
年
に
は
平
均
一
0
0
0

日
を
突
破
し
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
一
二
O
O

日
と
な
っ
て
い
る
。
確
認
し

て
お
く
が
、
こ
れ
は
破
段
院
に
お
け
る
事
件
受
付
か
ら
終
結
ま
で
で
あ
る
。

事
件
が
殊
更
に
複
雑
で
審
理
に
慎
重
を
期
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
た
だ
単
に
三
年
半
近
く
結
論
を
待
た
さ
れ
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図ト1b イタリア破損院司法年度別平均審理日数

1.2131,230 

826 808 833 843 ~シ8戸~54

一一書類上の平均審理日数

一一繍実質的な平均審理日数

やや《やややや宇や争今今 4コ宇 4
~J ~J ~ぞu ~ ~ 'V~ ~ ~ ~ 'V~ 'V~ やや

表 I -2 イタリア破勤院司法年度別

終局区分別既済事件数／平均裁判官数／平均処理件数

終局区分別既済事件数 生産性

破段差戻 破段自判 棄却 却下 その他 合計 裁判官数

4846 1,526 9,223 1.717 3,487 20799 134 

4241 1.438 9,065 1.943 2424 19.111 128 

4229 1,661 10,061 1.952 2,026 19,929 140 

4,910 2412 11.199 2,233 956 21.710 144 

5.539 3,243 12,797 2.659 2.284 26,522 142 

5,675 7.683 10,908 3,265 3,646 31.177 148 

5,810 4,094 11,656 2,233 3,567 27.360 134 

5,402 5,894 10,419 2.761 5,300 29,776 130 

図ト 2 イタリア破致院司法年度別終局区分別既済事件数

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

処理件数

155.22 

149.30 

142.35 

150.76 

186.77 

210.66 

204.18 

229.05 

・破段差戻

口破段白判

口棄却

閑却下

口その他
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る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
六
条
一
項
が
求
め
る
「
公
平
な
裁
判
所
に
よ
り
合
理
的
な
期
間
内
に
公
正

（
お
）

な
公
開
審
理
を
受
け
る
権
利
」
を
実
現
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

4 

破
綻
し
つ
つ
あ
る
裁
判
官
の
事
件
負
担
能
力

山
積
す
る
未
済
事
件
を
処
理
す
る
た
め
に
は
、
劇
的
な
裁
判
官
増
員
を
し
な
い
限
り
、
現
職
の
裁
判
官
に
さ
ら
な
る
負
担
を
要
求

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
も
限
界
に
達
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
部
）

破
段
院
の
裁
判
官
の
人
数
は
、
可
円
。
件
。
，

E
g
E

教
授
が
危
機
を
指
摘
し
た
二

O
O
六
年
度
の
時
点
で
一
三
四
名
、
さ
ら
に
二

0
0

七
年
に
は
一
三

O
名
に
減
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
数
で
既
済
事
件
数
を
割
れ
ば
各
裁
判
官
の
単
純
な
処
理
件
数
な
い
し
負
担
の
程

度
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
を
司
法
年
度
ご
と
に
示
し
た
の
が
「
表

I
l
2

」
で
あ
る
。
二
O
O

七
年
に
は
、
一
人
の
破
致
院
裁
判
官
が

平
均
し
て
年
間
約
二
三

O
件
の
判
決
を
起
案
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
こ
の
大
半
が
い
わ
ゆ
る
三
行
半
判
決
で
あ
る
な
ら
ば
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
点
は
ど
う
だ
ろ
う
か

o

p
。
S
E
E
g
E

教
授
は
、
既
済
事
件
数
か
ら
上
告
理
由
そ
の
も
の
の
精
査
を
要
し
な
い
「
比
較
的
単
純
な
判
決
で
済
ま
せ
る
こ
と
が

イタリア民事司法の崩壊？

で
き
る
」
事
件
等
の
件
数
を
控
除
し
て
、
「
相
当
複
雑
な
起
案
を
要
す
る
」
事
件
の
数
を
裁
判
官
数
で
控
除
す
る
分
析
を
行
っ
た
が
、

（
訂
）

そ
の
場
合
に
お
い
て
も
破
段
院
裁
判
官
の
負
担
は
軽
く
は
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
最
新
の
二

O
O
七
年
度
の
数
値
を
用
い
て
こ
れ

を
再
度
検
証
し
て
み
よ
う
（
「
表
I
ー
2

」
お
よ
び
「
図
I
l
2

」
参
照
）
。
既
済
事
件
二
九
、
七
七
六
件
の
う
ち
、
上
告
理
由
の
精
査
を

要
し
な
い
「
却
下
」
「
無
効
」
な
ど
が
八
、O
六
一
件
あ
る
の
で
、
破
段
院
裁
判
官
が
上
告
理
由
の
内
容
を
吟
味
す
べ
き
事
件
は
一
二
、

七
一
五
件
と
な
る
。
こ
れ
や
二
三

O
名
の
裁
判
官
で
単
純
に
負
担
し
た
と
考
え
る
と
、

（
却
）

な
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
例
と
比
較
す
る
と
、
実
に
ほ
ぼ
四
倍
の
数
値
で
あ
る
。

911 

一
人
あ
た
り
の
処
理
事
件
数
は
一
六
七
件
に

こ
れ
ほ
ど
の
数
の
判
決
の
起
案
を
裁
判
官
に
要
求
す
る
と
な
れ
ば
、
最
上
級
裁
判
所
の
裁
判
官
に
要
求
さ
れ
る
レ
ベ
ル
で
の
問
題



（
却
）

点
の
精
査
と
法
的
論
点
に
対
す
る
綿
密
な
検
討
は
、
も
は
や
期
待
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。
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（ニ）

イ
タ
リ
ア
破
毅
院
に
危
機
的
状
況
を
も
た
ら
し
た
原
因

司
g
S
E
E
S
E

教
授
の
推
論

以
上
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
破
段
院
の
事
件
処
理
能
力
の
破
綻
は
、
ど
こ
に
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

司
g
S
E
E
S
E

教
授
は
、
こ
の
状
況
の
そ
も
そ
も
の
原
因
は
前
述
の
二
O
O
六
年
の
上
訴
制
度
改
革
に
あ
る
と
み
て
い
る
。

二
O
O

六
年
民
訴
改
正
法
は
、
第
一
審
判
決
に
対
す
る
一
般
的
上
訴
不
能
事
由
を
規
定
す
る
条
項
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
上

訴
に
値
す
る
事
件
を
選
別
す
る
）
フ
ィ
ル
タ
ー
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
進
行
し
て
い
た
破
産
法

（
却
）
（
幻
）

改
正
や
動
産
執
行
制
度
改
正
が
上
訴
不
能
事
由
に
関
す
る
個
別
規
定
を
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
盛
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
、
結
局
二

0
0

六
年
民
訴
改
正
法
は
上
訴
不
能
事
由
の
一
般
条
項
化
を
見
送
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
加
え
て
と
言
う
べ
き
か
、
む
し
ろ
適
法
と
さ
れ
る
上
告
理
由
は
拡
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
実

質
的
法
律
解
釈
に
関
す
る
唯
一
の
上
告
理
由
を
規
定
す
る
民
訴
三
六
O
条
一
項
三
号
が
、
従
来
は
「
法
律
の
規
定
に
関
す
る
違
反
ま

た
は
適
用
の
誤
り
」
と
規
定
し
て
対
象
を
法
律
に
限
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
二
O
O
六
年
民
訴
改
正
法
は
公
務
員
労
働
協
約
の

（
詑
）

解
釈
適
用
違
反
も
対
象
に
加
え
た
。
さ
ら
に
、
前
述
の
「
法
律
の
価
値
の
維
持
の
た
め
の
上
告
申
立
」
に
関
し
て
、
二O
O
六
年
民

訴
改
正
法
が
破
段
院
の
職
権
に
よ
る
法
理
論
の
判
示
の
制
度
（
民
訴
三
六
三
条
三
項
）
を
導
入
し
た
こ
と
も
ま
た
、
破
段
院
の
負
荷

（
犯
）

上
昇
の
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

イ
タ
リ
ア
下
級
裁
判
所
の
状
況

一
方
で
、
司g
g
・
E
g
E

教
授
は
、
こ
の
分
析
に
お
い
て
下
級
裁
判
所
の
動
向
に
つ
い
て
は
な
に
も
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

2 



破
致
院
の
事
件
数
の
増
加
が
下
級
裁
判
所
の
事
件
数
の
増
加
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
重
大
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
事
件
数
の
増
加
の
根
源
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
｜
｜
そ
も
そ
も
第
一
審
事
件
数
か
ら
増
大
し
て
い
る
の

か
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
特
定
の
審
級
が
停
滞
を
生
じ
て
い
る
の
か
ー
ー
を
特
定
し
な
け
れ
ば
、
有
効
な
対
策
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
下
級
裁
判
所
の
状
況
に
関
し
て
イ
タ
リ
ア
司
法
省
が
公
開
し
て
い
る
年
次
デ
l

タ
に
基
づ
い
て
、
二
0
0
0

年
か
ら
二

0
0

五
年
ま
で
の
デ
l

タ
を
一
覧
に
し
た
の
が
、
「
表
E

ー
1

」
「
表
E
l
2

」
「
表
E
l
3

」
お
よ
び
「
図
E
l
1

」
「
図E
1
2

」
「
図

（
鈍
）

E
i
3

」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
図
表
か
ら
、
控
訴
院
に
お
け
る
事
件
数
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
新
受
事
件
数
は
五
年
で
ほ
ぼ
倍
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
新
受
事
件
数
と
既
済
事
件
数
の
関
係
か
ら
、
控
訴
院
の
処
理
能
力
も
ま
た
破
綻
を
生
じ
つ
つ
あ

る
（
し
か
も
回
復
す
る
兆
し
も
見
え
な
い
。
）
と
言
え
よ
う
。

イタリア民事司法の崩壊？

と
こ
ろ
が
、
地
方
裁
判
所
に
つ
い
て
言
え
ば
、
大
き
な
破
綻
を
生
じ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
確
か
に
、
地
方
裁
判
所
に
お

い
て
は
こ
れ
ま
で
既
済
事
件
数
が
新
受
事
件
数
を
上
回
る
健
全
な
状
態
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
二

O
O
五
年
に
つ
い
に
逆
転
し

た
点
に
お
い
て
今
後
の
推
移
は
予
断
を
許
さ
な
い
と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
当
面
は
控
訴
院
の
よ
う
な
新
受
事
件
数
の
爆
発
的
増
加

が
生
じ
る
気
配
は
な
く
、
今
後
も
し
ば
ら
く
は
大
き
く
破
綻
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
の
簡
易
裁
判
所
に
あ
た
る
治
安
裁
判
官
裁
判
所
の
事
件
数
は
、
も
う
一
つ
の
簡
易
裁
判
所
で
あ
っ
た
法
務
官
裁
判
所
の
廃
止

以
降
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
や
は
り
新
受
事
件
数
は
五
年
で
一
・
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
治
安
裁
判
官
裁
判
所
の
判
決
に
対

す
る
控
訴
審
は
地
方
裁
判
所
が
担
当
す
る
こ
と
か
ら
、
地
方
裁
判
所
の
事
件
数
に
大
き
な
破
綻
が
み
ら
れ
な
い
以
上
、
治
安
裁
判
官

裁
判
所
の
事
件
数
増
加
は
地
方
裁
判
所
で
せ
き
止
め
ら
れ
て
、
控
訴
院
に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
か

め
る
た
め
に
、
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
（
治
安
裁
判
官
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
）
控
訴
事
件
の
事
件
数
の
推
移
を
ま
と
め
た
も
の
が
、

913 
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n イタリア下級審における事件数の動向
表 11 -1 ・図 11 -1 控訴院司法年度別 新受／既済／未済事件数／平均審理回数

新受件数 既済件数 未済件数 平均日数

2000 83,562 40,898 120,448 

2001 109,050 66,349 176,342 645 

2002 119,954 86,368 212.143 694 

2003 132,039 90,689 253,429 763 

2004 138,379 102,271 289,608 823 

2005 149,592 115,316 323,918 
~~~ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

瞬…新受事件数一一既済事件数ーー未済事件数

新受件数 既済件数 未済件数 平均日数 5,000,000, 
I 4,048,6δ0 

2000 2,489,122 2,869,756 4,048,650 

2001 2,248,889 2,505,667 3,907,854 620 

2002 2,238,963 2,556.185 3,561,707 566 

4,000,0001 ーーーーーー 3,469,037 
I 2,869,756 

3,000,0001 ワ院のつ 287
｜ごトー……吋問一一…

2.000.0001 2,489.iZi…一一一 幼11,059
2003 2.367,521 2,448,099 3,433,863 527 1,000,000 

2004 2,556,409 2607076 3,456,703 499 0 

2005 2,611,059 2,602,287 3469037 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

…機新受事件数一向既済事件数ーー未済事件数

表 II -3 ・図 11-3 治安裁判官裁判所司法年度別新受／既済／未済事件数／平均

審理日数

新受件数 既済件数 未済件数 平均日数 1,800,000 1,505,163 

2000 1,049,822 864,030 570,593 

2001 1,198,261 1,061,272 704,748 206 

2002 1,179,406 1,126,112 763,844 233 
l ，~~~：~~~11。浮い同一二四~：~~
600,000l 86斜品 ~ l, U ,O;:JO 

2003 1,288,874 1,283,353 749,345 212 

2004 1,494,732 1324878 941,002 222 0 

2005 1.505.163 1,428,329 1,004,856 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

…樹新受事件数一一既済事件数ーー未済事件数

表 II -4 ・図 II -4 地方裁判所司法年度別控訴事件新受／既済／未済事件数

新受事件数 既済事件数

2000 70540 68,377 

2001 7048 49,400 

2002 8185 36,184 

2003 11978 26,549 

2004 19,830 22,947 

2005 24.160 18,795 

未済事件数

190,777 

85,933 

58,483 

46,447 

44,037 

49,813 

16ぞ77廷と：8,483
50,00 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

補”聯新受事件数…側”。.既i斉事件数一－未i斉事件数



「
表E
1
4

」
お
よ
び
「
図
E
l
4

」
で
あ
る
。
二
0
0
0

年
か
ら
二
O
O

一
年
に
か
け
て
新
受
事
件
数
と
未
済
事
件
数
が
急
激
に
減

（
お
）

少
し
た
後
、
二
O
O

一
年
以
降
は
緩
や
か
な
増
加
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
な
る
ほ
ど
地
方
裁
判
所
の
処
理
能
力
を
極
端
に
圧
迫
す
る

要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
状
況
を
勘
案
す
る
と
、
破
段
院
の
現
在
の
状
況
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
単
に
破
段
院
が
怠
慢
な
の
で
は
な
く
、
ま
た
単
純
に

民
事
訴
訟
事
件
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
上
訴
率
の
上
昇
に
原
因
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

巳）

可
「O
H
O’
主
ω
g

－
教
授
の
提
言

法
治
国
家
の
健
全
性
が
も
た
ら
す
破
致
院
の
事
件
数
増
加

破
段
院
の
危
機
的
状
況
に
対
し
て
、
同
】
円
。
件
。
・

E
g
E

教
授
は
、
今
な
す
べ
き
こ
と
は
小
手
先
の
制
度
改
革
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必

要
な
の
は
破
段
院
に
対
す
る
従
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
打
破
す
る
よ
う
な
意
識
改
革
を
断
行
す
る
勇
気
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
必
要
な

（
拘
）

立
法
上
の
措
置
あ
る
い
は
司
法
組
織
の
再
編
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

そ
も
そ
も
、
司
g
g
a
E
g
E

教
授
は
、
前
述
し
た
上
告
理
由
の
拡
大
に
伴
う
上
訴
率
の
上
昇
あ
る
い
は
破
段
院
の
事
件
数
増
加
は
、

（
訂
）

む
し
ろ
法
治
国
家
の
あ
り
よ
う
と
し
て
は
健
全
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
破
致
院
の
事
件
数
増
加
は
、
破
致
院

イタリア民事司法の崩壊？

の
設
置
に
よ
る
租
税
関
係
事
件
に
対
す
る
固
家
最
高
司
法
機
関
の
体
制
強
化
や
前
述
の
民
訴
三
六

O
条
一

項
三
号
の
文
言
修
正
に
よ
る
公
務
員
労
働
協
約
違
反
に
対
す
る
上
告
可
能
性
の
付
与
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
上
告
対
象
事
件
の

拡
大
傾
向
は
、
法
律
問
題
の
最
終
判
断
は
す
べ
か
ら
く
破
段
院
が
担
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
治
国
家
の
進
歩
的
前
進
の
証
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
後
は
、
最
終
的
司
法
判
断
の
チ
ャ
ン
ス
が
未
だ
破
段
院
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
国
務
院
や
会
計

（
招
）

検
査
院
の
裁
判
に
対
し
て
も
、
法
律
違
反
に
対
す
る
破
棄
申
立
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
司

g
g
E
E
g
E

教
授
は

（
却
）

予
測
す
る
。
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つ
ま
る
と
こ
ろ
、
司g
S
E
E
S
E

教
授
は
、
破
致
院
に
お
け
る
「
上
告
対
象
事
件
の
拡
大
に
よ
る
事
件
数
の
増
加
」
は
破
段
院
な

い
し
上
告
制
度
の
危
機
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
く
、
形
式
的
に
上
告
理
由
に
該
当
す
る
だ
け
で
法
的
問
題
点
を
検
討
す
る
価
値
の
乏
916 
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し
い
上
告
事
件
の
増
加
や
、
破
段
院
に
お
い
て
だ
け
で
も
平
均
二
一

O
O

日
に
迫
ろ
う
と
い
う
合
理
的
な
期
間
と
は
決
し
て
言
え
な

い
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
の
長
す
ぎ
る
審
理
期
間
こ
そ
が
、
司
法
の
危
機
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

同v
g
S
E
E
g
E
教
授
が
求
め
る
意
識
改
革

で
は
、
唱
さ
件
。
，ES
E

教
授
は
ど
の
よ
う
な
意
識
改
革
を
求
め
て
い
る
の
か
。
教
授
は
、
そ
の
主
張
の
中
で
2

つ
の
選
択
肢
を
提

2 
示
し
て
い
る
。

（ー）

新
た
な
基
準
に
よ
る
上
告
申
立
の
制
限

そ
の
一
は
、
「
法
の
下
の
平
等
を
保
障
す
る
た
め
に
、
判
例
の
精
密
性
と
一
貫
性
を
維
持
す
る
こ
と
」
と
い
う
破
段
院
の
任
務
を

重
視
し
、
そ
の
観
点
か
ら
ま
さ
に
破
段
院
に
お
け
る
審
理
に
値
す
る
事
件
の
み
を
受
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
件
数
を
低
減
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
破
段
院
は
、
形
式
的
に
上
告
事
由
に
あ
た
る
か
ど
う
か
だ
け
で
は
な
く
、

（
却
）

に
重
要
と
思
わ
れ
る
論
点
を
含
み
か
つ
そ
れ
に
つ
い
て
判
例
が
な
い
上
告
の
み
を
裁
判
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

一
般
的

し
か
し
、
こ
の
発
想
は
上
告
申
立
を
新
た
な
基
準
を
用
い
て
絞
り
込
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
一
一
一
条
七
項
が
保
障
し

て
い
る
「
法
律
違
反
を
理
由
と
し
て
い
つ
で
も
破
段
院
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
文
言
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
早
。
件
。
・Eg
E

教
授
は
、
憲
法
一
一
一
条
は
七
項
の
「
上
告
可
能
性
の
保
障
」
と
二
項
の
「
裁
判
の
適
正
期
間

（
但
）

の
保
障
」
を
パ
ラ
レ
ル
に
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
必
然
的
に
求
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、

「
上
告
可
能
性
の
保
障
」
と
い
う
憲
法
的
価
値
の
優
位
性
は
絶
対
の
も
の
で
は
な
く
、
「
裁
判
の
適
正
期
間
の
保
障
」
と
い
う
も
う
一

つ
の
憲
法
的
価
値
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
退
も
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。



（二）

第
三
審
モ
デ
ル

司
g
S
E
E
S
E
教
授
が
示
す
も
う
一
つ
の
選
択
肢
は
、
破
段
院
を
い
っ
そ
の
こ
と
本
案
の
裁
判
を
行
う
第
三
審
と
位
置
づ
け
、
原

（
位
）

審
へ
の
差
戻
し
を
極
力
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
対
的
に
一
件
の
事
件
全
体
の
審
理
期
間
を
短
縮
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
発
想
は
、
民
事
訴
訟
法
三
八
四
条
の
改
正
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
民
訴
三
八
四
条
二
項
後
段
は
破
段
自
判

（
川
町
）

に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
二
O
O
六
年
民
訴
改
正
法
に
よ
っ
て
第
三
項
が
新
設
さ
れ
、
そ
こ
で
「
破
段
自
判
の
た
め
の
弁
論
」
の

手
続
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
破
段
院
が
そ
の
裁
判
が
重
要
な
法
律
問
題
に
関
わ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
上
告
申

立
に
そ
の
旨
の
記
載
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
破
致
院
は
破
段
院
付
き
検
察
官
お
よ
び
両
当
事
者
に
対
し
て
そ
の
法
律
問
題
に
対

す
る
書
面
に
よ
る
弁
論
の
機
会
を
与
え
、
職
権
で
そ
の
点
に
つ
い
て
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
破
致
院
が
重
要
な
法
律
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
発
案
し
た
法
理
論
に
よ
っ
て
被
上
告
人
が
不
意
打
ち
的
に
敗
訴
す
る
こ
と

を
避
け
る
た
め
に
（
あ
る
い
は
、
司
g
S
E
E
g
巳
教
授
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
か
え
っ
て
被
上
告
人
に
有
利
な
裁
判
を
す
る
可
能
性
が
あ

る
以
上
）
、
本
来
は
義
務
的
で
は
な
い
は
ず
の
付
帯
上
告
申
立
（
民
訴
三
七
一
条
）
が
被
上
告
人
に
事
実
上
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
で
は

（
叫
）

な
い
か
と
さ
え
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

イタリア民事司法の崩壊？

こ
の
モ
デ
ル
が
採
用
さ
れ
る
場
合
は
、
上
告
理
由
が
民
訴
三
六
O
条
一
項
五
号
つ
ま
り
「
判
決
理
由
の
不
備
ま
た
は
蹴
踊
」
で
あ

る
と
き
は
破
段
院
は
原
則
と
し
て
本
案
の
裁
判
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
し
、
原
審
へ
の
差
戻
し
は
「
破
段
院
に
お
い
て
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
追
加
の
事
実
審
理
を
ど
う
し
て
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
場
合
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

o

p
。
Z
E
E
S
E
教
授
は
、
そ
の
場
合
で
も
破
致
院
は
判
例
の
精
密
性
と
一
貫
性
の
保
障
と
い
う
本
来
の
任
務
を
連
合
部
に
お
い
て
果

た
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
一
方
で
事
件
の
審
理
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
つ
ま
り
差
戻
審
を
し
な
く
て
済
む
。
）

こ
と
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
宣
言
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
が
求
め
る
「
裁
判
の
合
理
的
期
間
」
の
実
現
に
近
づ
け
る
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四

お
わ
り
に
l
l

当
の
破
致
院
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か

統
計
的
数
値
の
年
次
推
移
を
見
る
限
り
、
同M円
。
件
。
，
E
S
E

教
授
の
危
倶
は
杷
憂
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

司
g
Z
E
E
g

巳
教
授
が
手
に
し
て
迫
る
そ
の
二
つ
の
選
択
肢
の
い
ず
れ
も
、
破
段
院
な
い
し
イ
タ
リ
ア
法
曹
界
に
と
っ
て
は
受
け

容
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
一
の
選
択
肢
、
す
な
わ
ち
新
基
準
に
よ
る
上
告
事
件
の
絞
り
込
み
に
対
し
て
は
、
（
司
g
z
・
2
8
巳
教
授
は
容
認
で
き
る
は
ず
だ
と

主
張
す
る
が
）
明
ら
か
に
憲
法
一
一
一
条
七
項
に
対
す
る
違
憲
性
の
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
第
二
の
選
択
肢
は
、
実
際

に
存
在
す
る
民
事
訴
訟
法
の
規
定
を
活
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
違
憲
性
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
確
か
に
、
二
O
O
七
年
の
実
績
で

破
段
院
既
済
事
件
数
の
ほ
ぼ
一
八
%
に
あ
た
る
五
四
O
O
件
余
の
破
段
差
戻
し
の
相
当
部
分
を
破
致
院
で
自
判
せ
よ
と
迫
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
破
段
差
戻
し
の
場
合
で
も
事
案
に
応
じ
た
相
当
複
雑
な
判
決
の
起
案
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
っ
そ

本
案
判
決
を
起
案
せ
よ
と
い
う
改
革
を
求
め
て
も
実
際
の
と
こ
ろ
裁
判
官
の
作
業
量
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
前
述
の
よ
う
に
民
訴
三
八
四
条
は
破
段
院
付
き
検
察
官
の
所
見
の
表
明
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
現
状
の
体

（
必
）

制
ま
ま
で
は
引
き
受
け
が
た
い
検
察
官
の
負
担
増
を
招
く
こ
と
は
明
ら
か
な
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
現
状
に
対
し
て
、
当
の
破
致
院
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
む
ろ
ん
、
破
段
院
自
身
も
現
状
は
正
確
に
認
識
し
て
お

（
釘
）

り
、
緊
急
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
白
書
に
お
い
て
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
破
段
院
と
し
て
は
、
同
v
g
S
E
E
S巳
教
授
ほ
ど
自

由
な
提
案
は
許
さ
れ
な
い
立
場
も
あ
っ
て
か
、
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
対
策
を
ご
く
控
え
め
に
主
張
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
必
）

す
な
わ
ち
、
内
部
的
改
革
と
し
て
は
組
織
の
適
正
化
を
う
た
い
、
外
部
的
改
革
と
し
て
は

A
D
R

の
活
用
に
よ
る
事
件
数
自
体
の
減



（
組
）

少
を
模
索
し
て
い
る
。
事
件
数
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
っ
て
上
告
不
許
可
と
な
る
ケ

l

ス
を
規
定
す
る
と
い
う
手
法
に
よ

（
印
）

る
民
事
裁
判
の
合
理
化
案
が
実
際
に
議
会
に
上
程
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
白
書
は
併
せ
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
法
案
の
実
現
は
い

（
日
）

ま
だ
不
透
明
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
ま
で
状
況
が
逼
迫
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
問
題
の
さ
ら
な
る
展
開
あ
る
い
は
事
態
の
推
移
は
今
後
数
年
間

リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
観
察
す
る
価
値
は
あ
ろ
う
。
イ
タ
リ
ア
破
段
院
の
動
向
か
ら
、
今
後
し
ば
ら
く
日
が
離
せ
な
い
と
い
え
よ
う
。

イタリア民事司法の崩壊？

（1
）
こ
の
九
0
年
代
の
イ
タ
リ
ア
民
事
司
法
改
革
に
つ
い
て
は
、
中
村
喜
宏
「
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
改
正
に
お
け
る
訴
訟
手
続
の
迅
速

化
」
法
学
政
治
学
論
究
第
二

O
号
（
一
九
九
四
）
一
二
五
頁
以
下
、
中
村
書
宏
「
イ
タ
リ
ア
共
和
国
の
『
民
事
訴
訟
に
対
す
る
緊
急
措

置
』
法
」
国
際
商
事
法
務
第
二
二
巻
第
四
号
（
一
九
九
四
）
三
二
六
頁
以
下
・
第
五
号
四
七
一
頁
以
下
・
第
六
号
六
一

O
頁
以
下
、
中

村
幸
町
宏
「
イ
タ
リ
ア
共
和
国
の
新
し
い
少
額
事
件
裁
判
所
l

治
安
裁
判
官
の
成
立
の
経
緯
と
本
質
」
九
回
第
二
巻
第
一
号
（
一
九
九
五
）

一
四
七
頁
以
下
、
に
お
い
て
報
告
し
て
い
る
。

（2
）
ロ
・F
・
N
F
σ
σ
B
E
N
c
c
p

ロ
－
h
P
0

・
t
p向
。
仏
庄
のZ
m
w－8

庄
の
め
【
同
仲
間
｝

5
8
ι
c
g
巳
i
F
E
S
m
w件
。
ユω
門
出
胃22
8

岳
g
g
m
N
5
5
E
E
D
－

包
。
口
。
ロ
。
目
。
出E
E
S
σ
E
R
E

可
ω
件
。
・ω
口
。
円
B
m

門
目
。
】
】
ぜ
ユ
片
。
－
。
ゲ
。
。

B
B
m
N
W品
。
ロm
－o
m向
。
E
g
m
w
m
m
g
N
o
g
w

ロ
・
∞0
・3

（3
）
〉
ロ
門
町
・
σ
ω
唱
さ
さ
’E
S
E
－
n
ユ
包
門
田
巴z
n
ω
ω
g
N－
。
口
。
一
－

m

（
口
。
ロ
唱
芯
江
口
〈

E
E
－o
）
口
。
。
。
ω
ω
F
S
E
Cロm
w
ω
8
－s
w
司
。S
F

・N
C
C
J
？
〈
．

同y
H
N
N・

（4
）
イ
タ
リ
ア
の
司
法
制
度
全
般
に
関
し
て
は
、
森
征
一
「
司
法
・
軍
事
・
警
察
」
馬
場
康
雄
・
岡
沢
憲
芙
『
イ
タ
リ
ア
の
政
治
」
六
一

頁
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
）
以
下
に
詳
し
い
。

裁
判
所
組
織
に
つ
い
て
は
、
同
六
五
頁
以
下
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
簡
易
裁
判
所
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
「
治
安
裁
判
官
裁
判
所
一
口
尽
の
吉
弘
己
のE
E
S
E
E

－g

」
と
「
法
務
官
裁
判
所
一
司
5
2
5

」
の
う
ち
、
後
者
は
一
九
八
九
年
に
廃

止
さ
れ
て
い
る
。

現
在
イ
タ
リ
ア
共
和
国
に
存
在
す
る
司
法
権
に
属
す
る
裁
判
所
と
検
察
庁
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る

0

・
治
安
裁
判
官
裁
判
所
（
d
B
己
乱
色
。
E
E
S
E
E

－g

）
八
四
八
ヶ
所
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・
地
方
裁
判
所
（
寸
江σ
ロ
ロ
巳
ゆ
）
お
よ
び
重
罪
地
方
裁
判
所
（
わ
ミ
宮
内
出

k
r
g
E
S、
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
地
方
検
察
庁
（
司
8
2
3

）

一
六
五
ヶ
所

・
地
方
裁
判
所
支
部
（
ω
s
z
z
e
ω
g
R
m
g
庄
司
江
σ
E
M
m－o
）
二
二
O
ヶ
所

・
少
年
事
件
裁
判
所
（
叶
ユσ
E
m
－
－
司
2
5
5
。
B

ロ
巳
）
二
九
ヶ
所

・
控
訴
院
（
わ
。2
ζ
w
k
F℃
回
出
口
。
）
お
よ
び
重
罪
控
訴
院
（
わ
。

1
0
e
g

包
括
名
古
色
。
）
、
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
高
等
検
察
庁
（
早
。
．

2
5
m
g
o
s

－
－
）
二
九
ヶ
所

・
破
致
院
（
n
R
Z
ω
ロ
司5
5
m
w
e
n
m
w
ω
ω
ω
N
5
5

）
、
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
最
高
検
察
庁
（
司82
5

の
8
2

色
。
）
一
ヶ
所

・
公
共
用
水
高
等
裁
判
所
（
叶
ユσ
c
s
－o
∞
与
2
E
宮
内
庁
口
。R
0
5

司
ロσ
E
－n
F
O）
一
ヶ
所

こ
の
他
、
行
政
権
に
属
す
る
行
政
裁
判
機
関
と
し
て
、
州
行
政
裁
判
所
（
同
戸
間
一
同
，

E
σ
E
g
H
o
m
g
B
E笠

s
t
g
g
m
z
s－o
）
、
国
務
院

（
わ
。
ロ
巴
m
－z
e
ω
g
g

）
お
よ
び
会
計
検
査
院
（
わ2
宮
島
巴
。
。
巳
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
違
憲
審
査
権
を
持
つ
特
別
裁
判
所
と
し
て
、
憲
法
一
三
四
条
以
下
の
規
定
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
憲
法
裁
判
所
（

n
R
Z
（U
S
E－

Z

包
。
ロ
色
。
）
が
あ
る
。

（5
）
破
段
院
に
つ
い
て
は
、
森
・
前
掲
注
（
4

）
六
八
頁
、
に
簡
単
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
破
段
院
の

W
E
B
サ
イ
ト

（
宮
仲
間
】
ミ
割
当
者
・

8
2
a
F
の
g
g
N
Z
5

・
芹
＼
）
に
、
破
段
院
の
機
能
の
解
説
が
あ
る
。

（6
）
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
の
第
一
審
と
し
て
「
地
方
裁
判
所
」
と
「
治
安
裁
判
官
裁
判
所
」
が
あ
り
、
「
地
方
裁
判
所
」

が
第
一
審
と
な
っ
た
事
件
は
「
控
訴
院
」
「
破
段
院
」
の
順
に
上
訴
さ
れ
、
「
治
安
裁
判
官
裁
判
所
」
が
一
審
と
な
っ
た
事
件
は
「
地
方
裁

判
所
」
「
破
段
院
」
の
順
に
上
訴
さ
れ
る
。
こ
の
点
が
日
本
の
民
事
裁
判
の
上
訴
制
度
と
は
異
な
る
。

（7
）
裁
判
所
組
織
法
（
同
・
ロ
・8
m
g
E
B
5
h
p
p
ロ
＼
。
昆
吉
ω
B
g
Z

性
E
E
R
E
3

）
六
五
条
一
項
。

司
法
制
度
全
体
の
頂
点
に
は
別
に
憲
法
裁
判
所
が
あ
る
が
、
こ
の
裁
判
所
は
「
国
と
州
の
法
律
お
よ
び
法
的
効
力
を
有
す
る
行
為
の
合
憲

性
に
関
す
る
争
訟
（
憲
法
一
三
四
条
一
項
一
号
）
」
な
ど
を
対
象
と
す
る
機
関
で
あ
る
。

（8
）
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
三
七
四
条
二
項
。
回

m
w
E。
冨
g
H

冨
R
8

口
。
忠
一
巳E
w
n。
5
0

司
C
E
S
S

－ω
の
2
2
E
ω

（
∞
開
拓
江
口

m
h
r

関
口
1
2
・
5
∞
日
）
ゆ
同
】
・
口
・

（9
）
破
段
院
判
例
局
の
機
能
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
わ
江
お
ロ
ぢ
冨g
仏
丘
。
】
「
豆
長
Z
H
4
2
2
2
m
－o
c
t
F
H
H
5
包
・
（2
3
立
の
『
巴
・ 920 
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F
8
0
3
・
U
－h
H∞
∞
・
が
あ
る
。

ま
た
、
判
例
局
に
は
、
法
律
上
の
人
数
制
限
は
あ
る
が
、
控
訴
院
お
よ
び
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

お
り
（
裁
判
所
組
織
法
六
八
条
二
項
）
、
裁
判
官
の
訓
練
の
場
と
し
て
も
機
能
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
叩
）
裁
判
官
（
m
E門
出
の
め
）
と
検
察
官
（
匂
ロ

σ
σ出
。
。B
宮
町
宮
g

）
は
併
せ
て
司
法
官
（
自
ω
m
E可
巳
。
）
と
呼
ば
れ
、
憲
法
上
は
同
格
と
言

う
よ
り
は
同
源
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
森
・
前
掲
注
（4
）
六
二
頁
、
に
詳
し
い
。

（
日
）
イ
タ
リ
ア
法
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
機
能
を
し
ば
し
ば
「
法
解
釈
の
防
衛
（Z
。
s

。
出E
S
F
P
R
Z
5

ロ
。
目
。

B
R
E
S

直
訳
す

る
と
「
感
染
予
防
措
置
」
）
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
機
能
を
詳
細
に
解
説
す
る
も
の
と
し
て
、Z
g

－m
一E
S
E
－w
n。
E
8
e
P
R

包
c
s
c
t
－σ

同
〈
包
・
（
岳
民
骨
F
N
c
o
g・同
｝
・
可
申
∞
・
一
宮
州
百
円

E
。
－r
。
、
－R
H・
七
－h
p∞
∞
・
が
あ
る
。

（
ロ
）
民
事
連
合
部
は
民
事
部
の
裁
判
官
の
み
、
刑
事
連
合
部
は
刑
事
部
の
裁
判
官
の
み
で
構
成
す
る
（
裁
判
所
組
織
法
六
七
条
二
項
）
。

（
日
）
上
告
審
手
続
の
改
正
の
経
緯
を
詳
説
す
る
も
の
と
し
て
、
のza
z
の
3
8

巴
ロ
己
z
g
g
p

。
g
ω
ω
。

c
i
r

念
宮
町
同
店
ミ
目
。

号
－
8
8
0
N
c
c
a
（
のE
町
内
吋
少Nc
o
g・司
・
∞
ω
・
一E
S
E
r
e
－
込
・
七
・
ロ
芯
・
が
あ
る
。

（
日
）
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
の
邦
訳
と
し
て
、
飯
塚
重
男
・
井
坂
光
明
・
中
村
毒
宏
・
藤
井
盛
夫
・
松
浦
千
誉
『
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法

典
（
一
九
九
五
年
一
二
月
二
O
日
現
在
）
』
法
務
資
料
第
四
五
五
号
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
、
一
九
九
六
）
、
が
あ
る
。
た

だ
し
、
そ
の
後
も
（
本
文
で
前
述
の
通
り
、
ま
さ
に
上
訴
制
度
に
関
し
て
）
し
ば
し
ば
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
日
）
た
だ
し
、
飛
越
上
告
の
場
合
に
は
法
律
解
釈
に
関
す
る
上
告
理
由
（
つ
ま
り
三
号
）
の
み
が
許
さ
れ
る
（
民
訴
三
六O
条
二
項
）
。

（
時
）
こ
の
憲
法
一
一
一
条
七
項
に
導
か
れ
て
新
設
さ
れ
た
上
告
方
法
に
つ
い
て
は
、
富g
骨
Z
E
・e
－
江
戸
七
・
当
品
・
の
ほ
か
、
の

5
8

色
「

。
、
－
R
H・
七
・8
・
に
詳
し
い
。

（
げ
）
法
律
の
価
値
の
維
持
の
た
め
の
上
告
申
立
に
つ
い
て
は
、
冨

g

品
ユ
。
】
ゲ
尋
・
2

．

F
七
・
お
∞
・
一
E
S
E

－
－
尋
－
R

．

N－
七
－H∞
ω
戸
に
詳
し
い
。

ま
た
、
特
に
改
正
の
趣
旨
と
目
的
を
詳
説
す
る
も
の
と
し
て
、
明

E
R
g
s

司
m
S
E
T
－
E
。
H

回
E

ロ
。
∞S
S
E

－
F
m
w同
店
R
B
m
w

色
己

司
円
。8
ω
ω
。

c
i
z

（
の
冨
民
円
少
N
c
o
g・同
】
・
ロ
・
が
あ
る
。

（
時
）
上
告
の
不
適
法
却
下
を
宣
言
す
べ
き
場
合
や
、
管
轄
や
裁
判
権
の
問
題
、
上
告
取
下
げ
以
外
の
理
由
に
よ
る
上
告
手
続
の
終
結
宣
言

を
す
る
べ
き
場
合
な
ど
、
上
告
の
正
当
性
あ
る
い
は
手
続
上
の
問
題
の
解
決
に
関
し
て
は
、
合
議
室
に
お
い
て
審
理
を
す
る
（
民
訴
三
七

921 



五
条
）
。

（
印
）
イ
タ
リ
ア
は
弁
護
士
強
制
主
義
を
採
用
す
る
（
民
訴
八
二
条
）
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
簡
易
裁
判
所
に
相
当
す
る
治
安
裁
判
官
裁
判

所
に
お
け
る
訴
訟
物
の
価
額
が
低
い
手
続
を
除
き
、
民
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
当
事
者
は
必
ず
弁
護
士
の
補
佐
ま
た
は
補
助
を
受
け
な

け
れ
ば
訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
、
破
致
院
に
お
け
る
手
続
に
お
い
て
は
、
破
段
院
で
活
動
す
る
た
め
の
「
特
別

名
簿
」
に
搭
載
さ
れ
た
弁
護
士
だ
け
が
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、E
S
E
r
e
－
R
？
司
－u
g
・
に
詳
し
い
。

（
却
）
司
円
。gE
E
ω
ωロ
「
。
、
－
R
．

N．
、
司
－
H
N
ω・

（
幻
）
司
吋
。
件
。
．

2
ω
mロ
「
。
、
・
2

．

H
4唱
・
］
F
N
a・

（
辺
）
司g
S
E
E
S
E

教
授
の
報
告
は
二
O
O
六
年
度
版
の
白
書
を
ベ
1

ス
に
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
在
は
二
O
O

七
年
度
版
が
破
致
院

の

W
E
B

サ
イ
ト
（
前
掲
注
（

5

）
参
照
）
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
お
。

2
0

印
ロ
司BE
ω
e
n
g
g

且
。
ロ0
・
何
回
、
〉N
5
Z
開

窓
口
ぜ
百
田
宮
町
可
町
民
吉
ロ
⑦
色
己E
m
E
Z
R
Eロ
O
H
Fロ
ロ
。

N
Oミ
い
印
向
。
ロ
ロ
m
E
M
o
o－
。
こ
こ
で
は
、
二O
O

七
年
度
版
の
デ
l

タ
を
参
照
し

て
図
表
を
組
み
直
し
た
。
む
ろ
ん
、
二
O
O
六
年
度
ま
で
の
歴
史
的
な
統
計
値
が
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
お
）
実
際
に
は
、
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
三
年
だ
け
が
例
外
で
あ
り
、
一
九
八O
年
か
ら
今
日
ま
で
、
常
に
既
済
事
件
数
は
新
受
事
件

数
を
下
回
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
も

g
g
’
E
S
E

－
毛
－R
F
七
－
H
N
N・
）
。

（M
）
平
成
一
九
年
度
の
既
済
事
件
の
例
（
平
成
一
九
年
度
版
司
法
統
計
年
報

1

民
事
・
行
政
編
第
五
六
表
）
で
み
れ
ば
、
最
高
裁
判
所
の

民
事
・
行
政
事
件
（
上
告
、
上
告
受
理
お
よ
び
民
事
の
特
別
上
告
）
の
既
済
事
件
数
は
四
、
八
一
四
件
で
あ
る
が
、
七
九
・O
八
%
に
あ

た
る
三
、
八
六
七
件
は
三
ヶ
月
以
内
に
、
う
ち
六
五
・
六
八
%
に
あ
た
る
三
、
一
六
二
件
は
二
ヶ
月
以
内
に
終
結
し
て
い
る
（
ほ
と
ん
ど
棄

却
判
決
で
あ
る
）
。

（
お
）
イ
タ
リ
ア
共
和
国
憲
法
は
、
か
っ
て
い
わ
ゆ
る
訴
訟
の
適
正
手
続
に
関
す
る
規
定
が
貧
弱
で
あ
り
、
憲
法
一
一
一
条
に
、
裁
判
上
の

処
分
に
理
由
を
付
す
こ
と
（
現
第
六
項
）
、
裁
判
所
の
判
決
お
よ
び
人
身
の
自
由
に
関
す
る
処
分
に
対
し
て
破
致
院
へ
の
上
訴
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
（
現
第
七
項
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
議
会
は
一
九
九
九
年
に
憲
法
の
一
部
修
正
を
行
い
、
新
た
に
憲
法
一
一
一
条
の
第
一
項
と
し
て
「
裁
判
は
法
律
に
定
め
ら
れ

た
適
正
な
手
続
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
」
と
、
ま
た
第
二
項
に
「
あ
ら
ゆ
る
裁
判
は
、
両
当
事
者
の
対
審
に
お
い
て
、
対
等
な
条
件
の
も
と

で
、
第
三
者
で
あ
り
公
平
な
裁
判
官
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
法
律
は
、
裁
判
の
適
正
期
間
を
保
障
す
る
」
と
の
規
定
を
置
い
た
。
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イタリア民事司法の崩壊？

（
お
）
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
裁
判
官
と
検
察
官
の
員
数
は
、
裁
判
所
組
織
法
別
表
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
裁
判
官
の
員

数
は
各
裁
判
所
種
別
（
破
段
院
、
控
訴
院
、
地
方
裁
判
所
等
々
）
ご
と
に
決
め
ら
れ
て
い
た
が
、
二

O
O
七
年
の
裁
判
所
組
織
法
改
正
に

よ
っ
て
担
当
で
き
る
審
級
（
第
一
審
、
第
二
審
、
上
告
審
）
ご
と
の
割
り
当
て
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
破
段
院
裁
判
官
お
よ
び
検

察
官
の
定
員
は
な
く
な
り
「
法
律
審
に
お
い
て
裁
判
ま
た
は
公
訴
を
す
る
司
法
官
」
の
定
員
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、

富
号
E
K
F
F
V
E
N
見

ω
O
O
K
F
K
F
・
〈
〈
ょ
の
巳
色
ω

包
宙
開
店
。
司
自
何
回
色
。
弓
。
E
E
m
w
B
g
g
m
宮
内
田
町
宙
立
。
（

C
C
民
『
F
N
0
0
3・u
－H
h
・
に
詳
し
い
。

現
行
の
別
表
に
よ
れ
ば
、
破
段
院
長
一
、
破
段
院
副
院
長
一
、
検
事
総
長
一
の
ほ
か
、
法
律
審
に
お
い
て
部
長
等
と
し
て
職
務
を
遂
行

す
る
司
法
官
五
九
、
法
律
審
に
お
い
て
職
務
を
遂
行
す
る
司
法
官
三
六
八
、
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
裁
判
官
総
定
員
は
一

O
、
一

O
九
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
最
高
司
法
官
会
議
の

W
E
B
サ
イ
ト
（Z
S
ミ
3
1
E
2
・2
B

・
芹
＼
。
円

m
g
－8
0
E
E
R

ミ
ミ
向
。
三
七
回
唱
）
に
よ

れ
ば
、
二
O
O

八
年
度
の
実
数
は
九
、
O
五
四
（
男
性
五
、
二
四
六
、
女
性
三
、
八O
八
）
で
あ
る
。
欠
員
に
対
す
る
裁
判
官
の
補
充
は
毎

年
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
数
年
ご
と
（
直
近
は
二
O
O

四
年
と
二
O
O

八
年
）
に
採
用
試
験
を
行
う
方
法
を
と
る
。

二
O
O

八
年
の
試
験
（
巴
・
冨
・
児
向
。σσ
B
Z
N
o
g－
E

冨
m
w
m
E
B
Z
R
e
s
E
。

N
C
C∞
一g
E
。

e
8
5
2
8
h
q
g
m
g
r
m
印
0
0

3
ω
丘
署
）
は
五O
O

の
欠
員
に
対
す
る
補
充
で
あ
り
、
憲
法
・
民
法
・
刑
法
の
融
合
問
題
に
つ
い
て
の
筆
記
試
験
の
ほ
か
、
憲
法
・
民

法
・
刑
法
・
行
政
法
（
税
法
含
む
）
・
商
法
（
破
産
法
含
む
）
・
労
働
法
・
E
U

法
・
国
際
法
・
裁
判
法
の
各
分
野
に
及
ぶ
口
述
試
験
お
よ

び
外
国
語
（
英
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
・
ド
イ
ツ
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
う
ち
一
カ
国
語
）
と
い
う
重
厚
な
も
の
で
あ
る
。

（
幻
）
司
吋
。
件
。
・

E
ω
M
Wロ「
。
』
V・
2

．

H
4唱
－H
N
ω・

（
お
）
形
式
的
に
同
一
の
条
件
で
比
較
し
て
み
た
。
平
成
一
九
年
度
の
既
済
事
件
の
例
（
平
成
一
九
年
度
版
司
法
統
計
年
報1
民
事
・
行
政

編
第
五
五
表
）
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
判
所
の
民
事
・
行
政
事
件
（
上
告
、
上
告
受
理
お
よ
び
民
事
の
特
別
上
告
）
の
既
済
事
件
数
回
、
八

一
四
件
の
う
ち
、
破
棄
は
四
七
件
、
棄
却
は
二
、
一
九
五
件
で
っ
ち
決
定
で
棄
却
が
二
、
一
一
五
件
）
で
あ
り
合
計
は
二
、
二
四
二
件
で
あ

る
。
判
決
等
の
起
案
に
あ
た
る
裁
判
官
数
を
最
高
裁
判
所
裁
判
官
一
五
名
と
最
高
裁
判
所
調
査
官
三
八
名
の
五
三
名
と
す
る
と
（
二

0
0

八
年
度
実
数
。
イ
タ
リ
ア
の
例
で
も
破
段
院
長
や
部
長
職
を
含
め
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
最
高
裁
判
所
長
官
、
首
席
調
査
官
お
よ
び
三
名

の
上
席
調
査
官
も
含
め
る
。
）
、
一
人
あ
た
り
の
平
均
事
件
処
理
数
は
、
既
済
事
件
総
数
に
対
し
て
九0
・
八
件
、
破
棄
・
棄
却
に
絞
れ
ば

四
二
・
三
件
と
な
る
。

（m
m）
司
g
S
E
E
S
E
w
e・
ミ
戸
、
古
－

H
N
ω・
破
段
院
に
お
け
る
民
事
破
致
判
決
の
品
質
の
著
し
い
低
下
は
、
（
優
れ
た
判
決
の
み
が
と
く
に
選
ば923 
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れ
る
は
ず
の
）
法
律
雑
誌
に
登
載
さ
れ
る
判
例
を
読
め
ば
、
万
人
の
目
に
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
。

（
ぬ
）
巴
・
円
、
．

H
8
2
0
日

σ
B
N
c
c
pロ
・
印
＼
呂
町
。
コ
ロ

ω

色
巳
島
町
宮
。
皆
E
B
O
E
R
0
3
ω
o
ロ
・F
・
H
ω
Z
Z
B
σ
B
N
c
c
p

ロ
－
F
E
閉
店
。
ロg

品
。
】

門
出
司
王
。F
E
g
g
s
z
ョ

（
剖
）
「
N
A
F
F
σ
σ
B
E
N
c
c
p

ロ
－
m
N・ E
回
目
。
円H
H
M
m
w
品
。
】F
2
2
C
N
Z
E
目
。

E
－E
丘
署

（
辺
）
同u
g
g
－
E
S
E

・
e
・
ミ
？
司
－
H
N
ω・
破
段
院
が
受
理
事
件
の
種
別
を
公
表
し
て
い
な
い
た
め
、
労
働
事
件
の
上
告
件
数
の
推
移
を
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
既
決
事
件
に
つ
い
て
は
種
別
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
二

O
O
七
年
度
に
終
結
し
た
労
働
上
告
事
件
は
四
、

O
五
二
件
（
全
体
の
二
二
・
六
%
）
で
あ
る
。

（
お
）
司
円
。
同
0
・
司
古ω
ロ
「
。
、
・
江
戸
、
古
－

H
N
ω・

（
担
）
各
表
は
イ
タ
リ
ア
司
法
省
（
冨

E
Z
Z
g
ι

己
E
C
c
a
E
m
w）
が
公
開
し
て
い
る
年
次
デ

l

タ
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
が
、
デ

ー
タ
を
提
出
し
な
い
裁
判
所
が
あ
る
た
め
（
こ
れ
は
イ
タ
リ
ア
で
は
珍
し
く
な
い
が
、
ど
の
裁
判
所
の
ど
の
時
期
の
デ

l

タ
が
司

法
省
に
未
届
け
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
き
ち
ん
と
国
民
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
）
、
も
と
も
と
正
確
な
数
値
で
は
な
い
（
傾
向
を

左
右
す
る
ほ
ど
の
デ
l

タ
欠
損
で
は
な
い
）
。
そ
の
た
め
、
や
は
り
司
法
省
の
二
つ
の
報
告
書

E

富
。
i
s
g
g

色
色
喝
さ
の
め
岳
呂
g
t

巳
t
F
E
－o
〈
町
民
吉
ロ
ぬ
【
目
。

E
o
s
－
B
o
e
庄
内
田
広E
－N
Z
ロ
0
・
〈
m
E
S
E
ロ
ゆ
品
己
目
。
開
拓
一
ロ
円
目
。
ロ

N
O
ゅ
の
ω

冨
－
一
己
芯
門
出

ω
B
M
凶
目
立
目
。
ロ
件
。
内
由
。

m
ロ
d
同
由
自

己
の
宮
品
F
N
S
E
E
K
F

ロ
ロ
。
N
0
2
3．
冨
宮
・
品
。
】

E
C
g
t
N
F
N
C
C白と
E
K
F
ロ
m凶
出m
w
z
s
z
ω立のF
O
B
S
E
S
m
弓
ω
ロ
e
g
g
g

弘
己
E
m
E
E
E
m

a
i
r
J
冨
吉
・
己
巳E
C
g
t
N
F
N
c
c
aで
補
完
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
司
法
省
の

W
E
B
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る

（Z
G
一
ミ
当
者
宅
・

m
E
ω
E
N
S
－
立
＼
）
。

（
お
）
地
方
裁
判
所
が
扱
う
控
訴
事
件
に
つ
い
て
、
二
0
0
0

年
か
ら
二
O
O

一
年
に
事
件
数
が
急
激
に
減
少
し
た
理
由
は
、
労
働
事
件
お

よ
び
社
会
保
障
事
件
の
管
轄
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
従
来
は
そ
れ
ら
の
事
件
の
第
一
審
の
管
轄
権
は
法
務
官
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
控
訴
審
は
地
方
裁
判
所
が
担

当
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
八
年
に
行
わ
れ
た
第
一
審
の
単
独
裁
判
官
に
関
す
る
制
度
改
正
（
巴
－rH
U
F
σ
σ
B
E
5
u∞
－P
臼
－

E
Z。
5
5
E
B

巳
2
E
E
z
t
Z
N

目
。
ロσ
含
】
m
z
e
g
z
E
g
E
U
E
目
。

m
g
色
。3
）
に
よ
っ
て
法
務
裁
判
官
自
体
が
一
九
九
九
年
六
月

一
日
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
現
在
で
は
労
働
事
件
お
よ
び
社
会
保
障
事
件
の
第
一
審
の
管
轄
権
は
地
方
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い

る
（
民
訴
四
二
二
条
一
項
）
。
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こ
れ
に
伴
い
、
一
九
九
九
年
六
月
二
日
以
降
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
控
訴
審
は
控
訴
院
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
新
受
事
件
数
は

二
0
0
0

年
に
一
六
二
六
八
件
、
二

O
O

五
年
に
は
三

O
、
三
六
二
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
控
訴
院
の
新
受
事
件
数
を
増
加
さ
せ

た
原
因
の
一
っ
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
事
件
の
上
告
審
が
破
段
院
で
あ
る
こ
と
は
法
務
官
裁
判
所
の
廃
止
前
後
で
変
更
は

な
い
の
で
、
こ
の
制
度
改
正
が
破
段
院
の
状
況
に
影
響
を
与
え
る
遠
因
と
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

（
お
）
司
円
。
件
。
・

E
ω
ωロ
ゲ
。
、
－
R
H－w
古
－H
N
h
p

・

（
幻
）
同M
E
g
a同M
F
S
E・
。h
v・2

．

H
4司
－H
N白
・

（
お
）
国
務
院
（
わ
。
ロ
位
向
日

Z
E
ω
g
g

）
お
よ
び
会
計
検
査
院
（
n
R
Z
ι
2
n
。
ロ
巴
）
は
、
と
も
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
一OO
条
に
よ
っ
て
設

置
さ
れ
た
政
府
の
補
助
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
政
上
訴
事
件
お
よ
び
公
的
な
会
計
に
関
す
る
争
訟
に
つ
い
て
裁
判
権
を
有
す
る
。

（
ぬ
）
司
吋
。
件
。
，

E
ω
m
wロゲ
。
、
－
R

．

N．
、
司
・
］

F
N∞
・

（
却
）
同u
g
g
－
E
S
E

－
。
、
－RH
4司
－H
N
K
H

・

（
但
）
S
R
・

（
位
）
S
R
・

（
必
）
正
確
に
言
え
ば
、
改
正
前
の
民
訴
三
八
四
条
第
一
項
が
、
そ
の
内
容
を
よ
り
正
確
に
表
現
す
る
た
め
に
文
言
の
修
正
を
受
け
、
さ
ら

に
第
一
項
と
第
二
項
に
分
割
さ
れ
た
。

（
制
）
司
吋
。
件
。
，
司
宙
開

w
ロ
「
。h
u・R込
町
．
、
古
－

H
N印
・

（
必
）
同M
g
S
E
E
S
E－
。h
v・ミH
4
U－H
N
a・

（
必
）
こ
の
点
に
は
司
g
g
－
E
S
巳
教
授
も
気
が
つ
い
て
お
り
、
検
察
官
の
立
ち
会
い
は
連
合
部
だ
け
と
す
る
案
が
あ
り
得
る
、
と
述
べ
て

い
る
。
司
吋
。
件
。
目
同
ぷ

ω
m
E・
。h
v・R
H
4同y
H
N印
・

（
抑
制
）
同
色
ω
一N
Eロ
0
・
。
、
・
2

．

H
4司
－N
H・

（
必
）
同
巴m
w
N仲
。
ロ0・
。h
V－2

－

H
4
H
｝
・N
∞
・

（
却
）
同
己m
N
F
C
ロ
0
・
。
』v・2

．

H
4唱
・ω
斗
・

（
印
）
K
F
2。
印
。
ロ
m
g
p
E
N
K
T
E
U
Z
唱
。
包N
E
E

－
】2
F
E
N

－
。
ロωロ
N
N
m
w
N
Z

ロ
o
o

－
－mR
8

－2
m
N
Zロ
O

弘
己
宮
．
。
8
ω
ω

。
巳
i
r

－
－

w

（
宮
仲
間
｝

υミ
者
割
当
・
ω
g
m

件
。
・
ミ
－

o
m＼
目
＼
切
の
、

H，
＼
ω
各
色
。
＼
巴
《
毘
件
。
円
＼

N
∞
H印
。
・
宮B
）
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（
日
）
同
色m
w
N
Z
5・e
・2

．

H
4司
・ω
ω・
こ
れ
に
対
し
て
、
同M
S
S
E－
s
E

は
こ
れ
こ
そ
憲
法
問
題
を
生
じ
る
と
指
摘
す
る
も

g
S
E
E
S
E
－

。
』
マ
・
民
同
よ
司
－

H
N
A
H
・
）
。
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